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ラテンアメリカ・カリブ研究所レポート 

「歴史から見るラテンアメリカのかたちーその２ ： スペイン植民

地時代の遺産」 

渡邉利夫 

はじめに 

歴史、文明、自然の全く異なる新旧両大陸の接触はコロンブスの「新大陸」到達によって

15 世紀末に始まった。ヨーロッパの人々は、それまで知ることのなかった「新大陸」の人、

動植物、文化に戸惑い、知ろうと努めた。そしてこの接触は、ヨーロッパに対するより、は

るかに大きなインパクトで広大で多様性に富むアメリカ大陸の運命を左右することになっ

た。3 世紀にわたるスペインの植民地時代にイスパノアメリカで形作られた政治経済社会体

制、宗教、人々・社会の気風というものは、後々までこの地域に影響を与えた。“インディ

オ”と呼ばれた先住民が多く住んでいたメソアメリカ、中央アンデス地域は、先住民時代か

らの文化や風俗風習、ヨーロッパとは異なる価値基準を現在まで多く残しているものの、イ

スパノアメリカではスペインの文化価値体系が支配的となっている。それは独立によって

清算されるようなものではなく、マグマのようにこの世界の人々の基層を成し、様々な局面

で間欠泉のように噴き出している。現在の姿というのは、多数の先住民がいたかどうかとい

う要因の他に、自然環境、つまり地理と気候の違いも大きいが、その国民性の大部分は植民

地時代にスペインの影響によって形作られたと言っても過言ではない。この論稿で述べる

のは、主に植民地時代にスペイン文化の影響によってできた政治文化、社会風潮や人々の気

質に関する歴史からの説明である。 

イスパノアメリカはスペインの植民地であった。スペインがこの地域を領有し布教する

根拠は、1493 年のアレクサンデル六世教皇(位 1492-03)の「贈与大教書」である。独立する
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までスペイン植民地であったことから、この地域は「ウエストファリア条約(1648)」で確立

したヨーロッパの新しい法体系、思想体系に組み込まれた。現代イギリスを代表する歴史家

のジョン・H・エリオットも、その歴史は、植民の時期と地理・環境、先住民の存在などに

加え、「植民者の本国における歴史、伝統、法、文化、価値観の差異が生み出す変数」、すな

わちスペイン本国の国民性の影響を大きく受けたと述べている(エリオット p.193)。このよ

うに今日の旧スペインの植民地であったイスパノアメリカを理解するためには植民地時代

のスペインからの影響を理解することが大切である。もちろんそれがイスパノアメリカの

全てというわけではない。ここではイスパノアメリカ諸国民が植民地時代から受け継いで

きた遺産である思想、政治経済社会の仕組みなど、独立によっても一貫して変わらなかった

エッセンスは何かを問うてみたい。ちなみに筆者はこの論考で「新大陸」のラテンアメリカ

のうちイスパノアメリカを念頭に書いており、ボルトガルの植民地であったブラジル、英、

仏、オランダの植民地であったカリブ海のジャマイカ、小アンティル諸島、ハイチ、キュラ

ソー、スリナム等については余り視野の対象にしていない。もっともイベリア半島の国で文

化の根っこを同じくしていたポルトガルの植民地であったブラジルだけは、イスパノアメ

リカの人々と同じような社会的風潮、気風、習性を持っているようで、これから随時触れて

いくこととする。そこでこの論稿では、ブラジルを含む場合はラテンアメリカ、含まない時

はイスパノアメリカという用語の使い分けをする。 

 

1. 強権的な風潮を生んだ封建的な植民地時代 

ラテンアメリカの多くの国は 19 世紀初めに独立し、フランス革命以来の自由主義、国民

主権、大統領を元首とする共和制、三権分立の理念や議会制を導入した(但しブラジルは

1889 年まで帝政)。しかし各国とも今もって安定した民主的な政治システムを確立している

とは言い難い。未だ封建的な前近代的要素を多分に残している地域である。今でも封建主義、

強権的な風潮が残っている理由を知るためには、植民地時代にできた封建的な土壌を見て

みる必要がある。 

スペイン植民地時代の封建制 

1492 年にコロンブスが「新大陸」に到達した後、1494 年のトルデシーリャス条約によっ

てブラジルを除くこの広大な大陸はスペインの「カトリック両王」の持ち物になった。当時

のスペインは強権的な君主国家で、その時先住民はスペイン国王の臣民となり、スペイン人

と先住民の間には、治政側と臣民という基本的構図ができた。スペイン王室がとった先住民

に対する基本政策はどのようなものであったのであろうか。スペインの植民地政策の基調

は、先住民社会(共同体)を温存・利用しながら、「新大陸」の(貴金属を中心とする)富を開発

し、植民体制を維持することであった。そこで王室はアステカやインカの国家機構の大枠は

破壊したものの、その基礎にある先住民の共同体は温存し、その貢納体制を存続させ利用し

た(宮野 p.118)。 

植民が始まると、植民地には三つの権力の中枢ができた。その第一はエンコメンデロ階級
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で、彼らはかっての征服者、町の指導的な植民者、およびその他王室から特権を与えられて

いるスペイン人で成っていた。第二は先住民を改宗させ、キリスト教社会を築こうとしてい

た教会である。第三は世俗の統治者としてのスペイン国家であった(ギブソン p.53)。エン

コメンデロ階級は国王から下賜された一か村もしくは数か村の先住民を「保有し」、先住民

から生産物による租税と労役を徴発した。その代わりにエンコメンデロは先住民をキリス

ト教徒化することが求められた。このエンコミエンダ制度は極めて不規則、無統制で、先住

民を搾取したことから、この制度により利益を受けていた「カトリック両王」の一人である

フェルナンド王(治 1479 -1516)も、教会からの非難の声に応じて先住民を保護するために

「ブルゴス法(1512 年)」を公布せざるを得なかった。しかし現地ではエンコメンデロ層の

激しい抵抗にあい、結局この勅令は遵守されなかった。時代が下ると、新しいエンコミエン

ダの割り当ては征服を指揮した人達から王室を代表する役人の手に移り、新しいエンコメ

ンデロ層になった。それは国王に仕える官吏であったり、聖職者であったりした。「新大陸」

に貴族が生まれるのを恐れたスペインの王室は、下賜されたエンコミエンダの保有期間を

数年・一生に制限しようとしたが、エンコメンデロ達はその特権を妻子へ遺贈しようとした

ことから、「新大陸」で新しい貴族階層が生まれることになる。次第に王室はエンコメンデ

ロの行動に制限を加えながらも彼らと共存し、租税を徴収することの方に関心を持つよう

になる。しかし天然痘、腸チフス、はしか、インフルエンザなどの疫病より先住民の人口が

急激に減少すると、エンコミエンダ体制は 16 世紀末期には衰退していった(1718 年正式に

廃止)。すると野心的な植民者はエンコミエンダと手を切り、土地、商業もしくは鉱物資源

に富に源泉を求めていった。 

第二の権力は教会であった。スペインが教皇から「新大陸」の「贈与大教書」を受けた時、

先住民をキリスト教徒化することはスペイン国王の責任となった。宣教のために多くの修

道士が「新大陸」に渡っていった。彼らは先住民をキリスト教徒化、教育・文明化し、人間

らしくするという使命に燃えていた。土着宗教の偶像、神殿、異教であることを示す物は破

壊された。そのあとにキリスト教の礼拝堂や教会が建てられ、先住民に布教する場となった。

ドミニコ会等の修道士たちは、布教を名目に先住民に対するエンコメンデロ達のひどい扱

いを批判した。その急先鋒がバルトロメ・デ・ラス・カサス(1474-1566)で、1501 年と 08

年の教皇大勅書よって「パトロナト・レアル(国王教会保護権)」を持っていたカルロス一世

(治 1516-1556)に訴えた。それは教会の伝道修道士と「セキュラー」と呼ばれた教区司祭と

の対立を生んだ。16 世紀後半になると国王は「セキュラー」を優遇するようになる。「トリ

エントの宗教会議(1545-1563)」の規定により教区聖職者は司教の支配に従属することとな

り、結果的に国王側の力が優ることになった。他方で、「パトロナト・レアル」は、教会が

国事や政治的事柄に干渉することを認めたために、国家と教会の摩擦の元となった。先住民

人口の減少によってキリスト教徒化は重要性を失うが、18 世紀になると教会は最大の土地

持ちとなり、建物、牧場、家畜、製粉所、農耕器具、また土地所有権に付随する一切の事業

に投資をするようになった。メキシコではその財力と裕福な人々からの寄付金と遺贈によ
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って今に残る壮大な宗教的建物を造った。 

第三の権力は国家であった。スペインの王権は、征服直後からコロンブスに与えた途方も

ない特権を取り上げ、エンコメンデロに与えた権力を取り戻し、伝道修道士の持っていた権

力と権威を取り上げ、植民を始めた一世紀の間に、初め帝国を代表した人々を退け、スペイ

ン絶対主義の諸機関を整備した。それは中央集権的な組織であった。カスティーリャの国

王・「枢機会議(カスティーリャ国の枢機会議から発展した「新大陸」の統治に関する最高の

行政・司法機関)」による直轄方式であった。王室を代表する現地の最高の官職は「副王」

で、「枢機会議」が立案、発布した勅令を現地で施行した。その法令は個別に出されたもの

で、しばしば冗漫で、外見上は整然としているが、内容的には矛盾に満ちたものであった。

そこで「副王」が植民地の実態に即して法令の意図を実質的に変更した例は数多く知られて

いる。植民地とスペインの間には地理的隔たりがあり、法令とその解釈が違っても致し方の

ないことであった。後述する法を「服すれども、守らず」であった。 

ここで植民地時代の経済体制はどんなものであったのかを概観してみたい。現地生まれ

のスペイン人であるクリオーリョと先住民との経済関係が重要である。それは政治体制と

同じように封建主義的なものであった。16 世紀前半までに征服者コンキスタドーレスがア

メリカ大陸の征服を成し遂げると、王室は官僚を派遣して統治体制を整えたが、征服に貢献

した者が、レパルティミエントと呼ばれる先住民の割り当て制度によって、先住民を労働力

として使い、エンコミエンダを経営し、国に貢納した。エンコミエンダ制は、副王領の中心

に近い先住民人口の稠密な地域で一番機能した。王室は時代の経過とともに人道主義の立

場から先住民に過酷な労働を強いるこのエンコミエンダ制を徐々に廃止しようとするもの

の、実際にはその根絶は難しかった。フェリペ二世(治 1556-1598)の時代、王室はひっ迫す

る国家財政を立て直すために、1591 年にスペイン植民者に対し土地を有償で譲渡する新し

い政策を決定した。所有者不明の先住民の土地や、人口減少で無主の土地や、開墾されなく

なった土地を直轄下に置いて競売するとともに、土地を所有しながら、その正当な権利を明

示できないスペイン人に一定額の税を納めさせることによって、その権利を正当化する方

法(コンポシシオン)を思いついた(ポマ p.193)。それでも 17 世紀半ばになると、先住民の

減少もあって彼らを労働者として使うことがますます難しくなり、有力な植民者は建前で

は自由な賃金労働者であるペオン制、実際には債務労働制度を生み出し、18 世紀にかけて

一般化した。ペオンと呼ばれたこれらの労働者は様々な名目で負債があったために、雇用者

から合法的(半合法的)に強制労働を課せられた。こうして先住民は一生涯労働に縛られるこ

とになった(ギブソン p.157)。王室は地方官吏のコレヒドールを通じて現金ないし物品で租

税を徴収した。大規模な先住民共同体にも白人社会をまねたカビルド市参事会が生まれ、先

住民の⾧のアルカルデ、レヒドール評議員が生まれた。このようにアステカ、インカ時代の

帝国全体にかかわることはスペインの征服によって破壊されたものの、地方や下層階級の

制度・伝統はそのまま残されることになった。 

植民地におけるスペイン人社会の具合はどうかというと、17 世紀には上流階級、征服者
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たちの子孫、遺贈や課金によって金持ちとなったカトリック教会などは、裕福な生活をのん

びりと楽しんだ。イスパノアメリカの植民地社会は一種の貴族社会であった(ピコーン=サ

ラス p.119)。肉体労働は先住民と混血メスティソに任せられた。ギルド組合の職人にも先

住民かメスティソが多かった。他方ブラジルでも、北東部地方で砂糖農園の大土地所有の農

村社会ができ、歴史家セルジオ・ブアルテ・デ・オランダによれば、ポルトガル人の特徴と

して、怠惰を選択して肉体労働を否定するところが強いことから(オランダ pp.12-14)、黒

人奴隷を使って、外見を飾り、規律を守らない貴族のような生活をした(中隅 p.290-291)。

北米のプロテスタント諸国民が肉体労働を賞賛したのとは異なり、「イベリア諸国の国民性」

は、「労働を神聖視する考え方に基づくあらゆるモラルに対して」、「日々のパンのための不

健全な戦いよりも名誉ある怠惰」の方に価値を置き、安逸を好み、生産活動に価値を見つけ

なかったからである(住田 pp.28-29)。それが 16・17 世紀の砂糖生産、18 世紀の金の生産、

19 世紀のコーヒーの生産に繋がった。 

こうしてイスパノアメリカでは王室、教会、クリオーリョの三者は基本的にお互いの利害

が対立する関係にあったとしても、全体としては、植民地を政治的にも経済的にも中央集権

的・封建的体制にした。そしてこの封建主義の風潮はブラジル社会についても当てはまる。

そしてこの地域の現代に至る政治の特徴である政治の安定や市民権を損なう強権主義につ

ながる。それは次稿で語ることになろう。 

その中で生まれた階層階級社会 

スペイン人の優越意識が先住民の社会と文化を劣ったものとみた。それが植民地の精神

文化と風土を方向づけることになる。そこには肌の色も影響していた(大貫 p.326)。この認

識の中で出来上がったのが先住民を下層におく固定的な階層社会である。ブラジルを含め

植民地時代にできたラテンアメリカの階層社会は後々まで尾を引きずることになり、中川

文雄によれば、今日、➀大農場主、大・中の起業家、政治家、高級軍人、テクノクラート、

そして外国人の多国籍企業経営者から成る支配階級(3.2%)、➁医者、弁護士等の自由職業

人の大部分、教師、小企業主、商店主、公務員、ホワイトカラーの中間層(24.2%)、③零細

農、小作人、工業労働者、サービス産業労働者、職人、運転手、小店舗主、女中などの下層

階級(34.0%)、④農村の季節労働者、都市のインフォーマルセクター、女中、売春婦、乞食、

スリ、犯罪者などのアンダークラス(38.6%)からなっているとのことである。もっともこの

階層化は絶対的なものではなく、階層間の通婚によってある程度は変わることから融和的

である。それでも人種の問題(後述)が横たわっているようで、人々は支配階級であり経済的

に恵まれた白人の特徴に価値をおいていることから、白人を配偶者に選ぶ傾向がみられる

(中川 2005 pp.121-123)。このような階層社会にあって、イスパノアメリカ世界で主人と使

用人が同じ卓で食事をすることはめったにないし、通いの女中が仕事を終えて帰る時、女主

人が盗みをしていないかどうか持ち物を点検するなど、今日の感覚では人権侵害まがいの

ことがある。このようなことが行われても、人々は人格的な面では差別意識はなく、個々人

は神の前では平等であると考え、「日常生活で虫けらのように扱われている人間にも、れっ
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きとした魂があり、その人格、内面性には敬意が払われている」(中川 1995 p.41)といった

受けとめ方がされている。 

 

2. カトリック教が支配的な地域 

道徳的、倫理的、宗教的原理が支配的であった中世から、個人主義、理性に目覚めるルネ

ッサンスへの移行期にあったスペインで、冒険型のコンキスタドーレスは、その中世的な思

考を引きずりながら、「新大陸」に渡っていった。君主が支配していた時代で、まだ国民国

家もナショナリズムも生まれていなかった(エリオット pp.61-62)。征服の実働部隊となっ

たコンキスタドーレスには、彼ら独自の特質、すなわち時代を反映する共通の精神があった。

それは国王に対する揺るぐことのない忠誠心、キリスト教への信仰、征服への報酬である金

銀の物欲、貴族という地位と現世での栄光・名声であった。フランシスコ・デ・ソラーノも、

再征服という「レコンキスタ」が、グラナダ王国の征服によって終了し、「領土獲得、キリ

スト教布教、社会的・経済的上昇」という三つが終末を迎えたことから、「その改宗勧誘、

領土拡張、主戦論という聖戦の精神が(「新大陸」の : カッコ内は筆者追記)『発見』を契機

にインディアスに移」っていったと述べている(ソラーノ pp.256-257)。当時国家は教会を

支援する「世俗の腕」であり、「信仰を守る剣」と考えられていた。「カトリック両王」は、

ローマ教皇から「新大陸」の宗教保護者というステイタス「パトロナト・レアル」を与えら

れた。ポルトガル王がブラジルの植民地化で持っていた「パドロアド」で、ブラジルで王室

は教会の問題について絶対的な力をもっていた(オランダ pp.125-126)。先住民に対する宣

教という神聖な事業は、神と人間という二つの性質を持つスペインの君主にとって、「新大

陸」の植民地経営の根幹で、国権は神の配慮に奉仕するものであった(ピコーン=サラス 

pp.57-61 および 64-65)。また「新大陸」での宣教は、対抗宗教改革の役割も担っていた。 

「新大陸」で理性に欠けると見なされていた先住民の“インディオ”をキリスト教徒にして

地上の楽園を作ろうとする修道士の夢は、決して容易なものではなかった。宣教師達はまる

で先住民の子供になりきり、親しく交わって、彼らを理解しようとした。苦労して現地語も

学んだ。メキシコで有名なペドロ・デ・ガンテ修道士は、同国のテスココで職人階層を育て

るために「サンフランシスコ学院」を設立し、先住民の地位と文化の向上に努めた。イエズ

ス会が活発な活動をしていた南部では先住民のための「布教村」を作った。ところが初期の

布教活動の時代が終わり、17 世紀になり、教区司祭が説教と洗礼という司牧の中心になる

と、当初の宣教に対する熱意は失われ、司祭は蓄財や他の宗教会との対立に没頭するように

なり、現地白人クリオーリョ社会で君臨するようになった(ピコーン=サラス pp.120-121)。

なかには不道徳に走る者も生まれ、『新しい記録と良き統治』というフェリペ三世(治 1598-

1621)に宛てた書簡(1614 年頃完成)を書いたアンデスの記録者フェリペ・ワマン・ポマ・デ・

アラヤは、「インディオから妻子を奪い、キリスト教の教えを授けるためだと言って、一〇

の少女までも犯し、さらに労働を強制し、コレヒドールと同様、彼女たちを自分の手元に隠

匿する」者がいたと書いている(ポマ p.173)。こうして地上の楽園を作るという征服時の崇
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高な修道士たちの夢は一部遠のいていった。 

1486 年「カトリック両王」はローマ教皇から教会の要職につく候補者を指名・推薦する

権限を得ていた。植民地で聖職者は、国王の権威に服する王吏になり、統治の道具と化して、

教会がスペインの植民地行政の支柱の中に組み込まれた。このことは、教会が国事や政治的

事柄に干渉する余地を与えることを意味した(ギブソン p.87)。またそれはカトリック教会

が王権の支配下にあったことから、スペインの支配を擁護する保守勢力になることでもあ

った。教会が「階層的な社会構造と一部富裕層による寡頭支配を支える役割を果たしてきた」

という者もいる(遅野井 p.75)。ラテンアメリカでは、植民地時代に植え付けられたキリス

ト教の道徳、伝統、社会慣習が支配的で、大きな人々の精神的支柱であることもあって、今

日でも教会は積極的に政治的発言をしている。メキシコ、キューバなどを例外にして政治と

宗教が非常に近い位置にある。 

 教会が世俗権力と袂を分かち、政教分離と信仰の自由が実現し、宗教がバチカンの手に戻

るのは独立後のことである(但しブラジルでは帝政時代皇帝が「パドロアド」を持ち、キリ

スト教が公式の宗教)。初めイスパノアメリカの政治は、植民地時代の権威主義的傾向、権

力者の市民からの要求に対する無関心ぶり、古い因習と宿命観などによって、保守主義が退

場しても、啓蒙思想以来の自由主義は大きな勢いではなかった。それでも各国政府は、教会

が保守的であるとして、スペイン王室が持つ聖職者推挙権を求めて攻勢を強めた。教会の方

も独立によってスペイン王家の後ろ盾を失った。こうして教会は、自由主義者から攻勢を受

け、十分の一税の徴収、特別法廷、教育、慈善基金、埋葬、結婚をめぐって世俗政府と対立

することになる。その対立は特に 1850 年代からメキシコで激しかった。というのも教会は

譲渡不能の財産として植民地時代に蓄積した所領と富、政治力を持っていたからである。急

進的な自由主義者は、反教権主義を唱えて、聖職者は国家の敵であるという立場をとり、「メ

キシコ革命」で教会の財産は差し押さえられ、世俗政府のために使われた(ギブソン p.235)。

それでも教会は、昔のような世俗的影響力を失ったものの、各国政府とコンコルダート(宗

教協約)を結び関係を修復し、今でも人々のキリスト教に対する信仰は失われていない。今

日イスパノアメリカとブラジルの「新大陸」は、世界でもまれにみるローマ-カトリック教

王国で、その信仰が支配的な地域である。1950 年代からは「解放の神学」運動が盛んにな

り、社会問題にも積極的に発言している(アンドラーデ pp.116-121)。 

今日世界でラテンアメリカが占めるローマ-カトリック教の信者数の割合は 48%である。

2013 年ラテンアメリカから初めて教皇フランシスコ一世(位 2013- )が誕生した。もちろん

メキシコ、アンデスの先住民の多い地域では、キリスト教が「正統的」カトリシズムかとい

うと疑問があるようで、早くに先住民の神殿、偶像、呪術師、祭具は早くに消えたが、修道

士の歴史的努力にもかかわらず、先住民の間で土着宗教との融合・混淆が進み、自然の一部

が重要な宗教的シンボルとなり、偶像崇拝、伝統的宗教儀礼が行われていたことも忘れては

ならない。現在でも先住民の多かったところで、外面上キリスト教徒となっても、先住民の

心や日常生活の中で土着の宗教が生き残る二つの宗教の重層化現象「シンクティズム」が発



8 

 

生し、異教信仰のキリスト教化という現象も進んでいる。 

カトリック教会がもたらした負の側面についても見ておきたい。それは、スペインの国家

と教会と密接な関係の下で進めた植民地政策がラテンアメリカの発展の足かせになったこ

とである。というのも自由主義的歴史家によれば(エリオット p.126)、カトリシズムの国ス

ペインが、プロテスタント流の自由な検証、自由科学的な経験論、「百科全書」の諸理念、

19 世紀の実証主義と唯物論などという、近代史のダイナミックな動きと工業化の流れを妨

げたからである。これは「スペインから引き継いだ暗く否定的で非能率な遺産」といえる(ピ

コーン=サラス pp.65-66)(注)。この遺産によってイスパノアメリカ人は、経験主義的な自

然科学、進歩と変革に背を向け、プラグマティズムや科学技術革新を高く評価せず、人文主

義的で物質よりも言葉とか観念により高い価値を与えている(大貫 pp.327-328)。今でも挨

拶やスピーチをする際にユーモア、冗談(chiste)、格言を交えてとめどもなく話すのが好き

である。詩の朗読を愛し、挨拶の中では美辞麗句を並べる。この性向はおそらくスペイン人

の気風が伝わり、学んだものであろう。ブラジルでも政治家は演説がうまい(中隅 p.292)。 

渡部和男は、ラテンアメリカで経済成⾧を妨げる科学技術の進歩が遅れた理由の一つと

して、スペインが対抗宗教改革の時代スコラ哲学を優先させ、科学に対して敵対的で、より

宗教(この場合キリスト教であるが)の側に立ったその伝統を引き継いだ(ピコーン=サラス 

pp.169-171)ことに原因を求めた。今日でも法律、心理学、社会学、哲学、歴史などの社会

科学を勉強する学生が多く、科学技術分野の学生が少ないことを指摘している(渡部 

pp.160-164)。そこには発展途上国で科学技術が軽視されるのは政府が振り分ける予算が少

ないという事情もあろう。 

(注) ラテンアメリカが未だ中進国の地位に留まっているのは、宗教だけが原因でないのは当然である。

経済発展には色々な理由がからんでいる。 

 

3. 民主主義の発展を脅かす政治風土と経済体制 

スペインによる「新大陸」の植民が、「レコンキスタ」運動の政治的・宗教的延⾧として

始まり、「カトリック両王」が領土の拡大と布教という二大事業を始めたことは述べた。植

民地に打ち建てられた統治形態は、カスティーリャの法と制度を引き継ぐものであった。そ

れは本国から派遣された「副王」、「総督」、「軍事総監」等の官僚を通じて行う王室の直轄領

方式で、カスティーリャの伝統を踏襲して中央集権的であった。その植民地時代が 300 年

間続いた。王権は、「副王」の他に諮問機関として「聴訴院」を並存させるなど、わざわざ

両者の権限が重複する制度を作った。その理由は、王室が「副王」等の治世者に対する不信

感を持っていたことで、遠隔の地で一人の人間に権力が集中しないように、牽制させるため

であった。宗教問題については「異端審問所」が設置された。公権力間の権限と範囲が明確

でなくなるという弊害が生まれ、今日でも見られる中南米の民主主義の特徴である権限の

重複構造や国家を構成する諸機関の明確な責任の線引きが困難になる元凶になった(ヒル 

p.20)。 
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ラテンアメリカの植民地時代は王権による中央集権的な政治体制であったことから、独

立し共和制になった後もラテンアメリカ諸国の政治は、カウディリョ(ボス)政治や軍事政権

が続き、民主政権下でも行政権を持つ大統領の権限が強大で、国・時代によっては民主主義

の法制度をないがしろにして専横的ですらある。この地域では三権分立の原則による議会

や司法のチェック機能が十分に働いていない。法治主義の象徴的存在であるアメリカ合衆

国の統治方法と比較すればその違いは際立っている。このことが、国内の安定と国民の福祉

のためには、民主主義的手続きを経なくてもやむを得ないと考えるラテンアメリカと民主

主義およびそのプロセスを重視する米国との間で軋轢の原因になってきた。それでは次に

この地域の政治等の特徴を述べてみよう。 

法は「服すれども、守らず」の伝統 

イスパノアメリカでは、植民地時代に持ち込まれたスペインの中世からの封建的な慣習

が⾧く残っている。その慣習の一つが、もともとスペイン中世の一定の地域や都市が持って

いた自治権の「フエロ」(注 1)違反は違法であるという考え方である。人々は、諸身分の権

利や王室と民衆の主従関係は、相互に自由な人間同士の契約が基本となって生まれるもの

で、王の受け入れがたい行動や命令に抵抗し、君主に抵抗することは諸身分の正当な権利と

みなした(岩崎 pp.45-47)。このスペイン中世の伝統が「新大陸」にも伝わり、植民者は王権

が決めたからといってその土地なりの事情もあるとして法律を守ろうとしなかった。その

上本国から遠距離にあり王権としてもそれを取り締まる術がなく、そこから今日に至るも

法は「服すれども、守らず」という慣行や伝統が生まれることになった。実際に「新大陸」

植民者のサボタージュによって法律の効力が実質的に骨抜きになるなどの事例が度々発生

した(注 2)。その最たる例としては、酷使され減少する先住民を保護するために、王室はた

びたび先住民保護の法令を出したが、エンコメンデロによって現地で苛酷な労役が課せら

れるという状況は変わらなかった。 

この人々の政治意識というか、法律に対する姿勢、慣行は独立してからも変わらず、近世

の初めに「専制」を「法治」に変えたイギリスのジョン・ロック流の市民間の平等や自由を

重視し、法を絶対視するアングロサクソン流の権利意識とは文化を全く異にしている。そし

て現代でもラテンアメリカの人々は、「不法」状態の中で生活することに慣れ、今日でも法

の回避という現象が慣習化している(ヒル p.27)。人々は、国家への不信感を持ち、法がす

べての市民に対して公平に適用されるとは期待しておらず、「法や良心に従って行動するも

のを愚者(トント)とみなし、賢者(ビボ)は愚者を食い物にして生き、愚者は自らの労働で生

きるとの考え方が、ペルーなどいくつかの国」でみられる(中川 2005 pp.126-127)。ブラジ

ルには、広い意味での問題解決法、人生哲学として、「ジェイチーニョ(jeitinho)」という言

葉がある。人脈を使うなどして、法律をすり抜けてでも物事をうまく処理する術のことであ

るが、このブラジル風の裏街道を容認する風習は、欧米風の法治国家であるようにみえて、

市民革命を経験せず今でも多分に封建制を残している(中隅 p.144)証左になっている。ここ

にも、スペイン語圏の「服すれども、守らず」と同じものがあるような気がする。 
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(注 1) 「フエロ」とは、スペインのレコンキスタの時代、王権や領主が一定の地域や都市に一種の自

治特権を授けたことから始まった制度で、中世のスペインではほとんどの町や共同体が「フエロ」という

伝統的諸特権を享受し、自分達の権利を守ろうとした(ケイメン p.15)。その影響からかラテンアメリカで

は、「フエロ」によって聖職者と軍人は通常の裁判所ではなく、特別法廷で裁かれるという特権を持ってい

た。 

(注 2) 1572 年から 1586 年までペルーに滞在し 1576 年「インディアス布教論」を書き上げたイエズ

ス会士のホセ・デ・アコスタが、ペルーが本国から余りにも遠方に位置していることから、統治する者は

王権と自分とは関係がないと考え、自由奔放に流れ、まるで王令に服そうという気がないと嘆いているの

は興味深い(アコスタ pp.186-187)。 

ペルソナリスモの政治社会文化 

 植民地時代から残るラテンアメリカの政治・社会の大きな特徴が、濃密な人間関係を重視

するペルソナリスモである。これはこの地域の政治と社会の大きな規範の一つである。その

根底には「法律や国家、行政機関など冷たい非人格的な存在を信用せずに、家族や友人など

個人関係を尊重する価値観・考え方」がある(渡部 p.198)。法律や制度が柔軟に解釈される

ことからそれらは余り頼りにならず、相互不信の強いラテンアメリカ世界では、人々は植民

地時代からペルソナリスモ、すなわち濃密な人間関係を軸に安心できる空間・サークルを作

ってきた。このペルソナリスモが、家父⾧を頂点とする伝統的な階層的秩序の中で、上下関

係になるとパトロン・クライアント関係になり、横の関係としてできるのが“アミーゴ(親密

な友達)”の関係になる。 

 このペルソナリスモの起源は古い。スペインでは「新大陸」征服が始まった時代、恩顧・

庇護関係のクリエンテラの社会で、血の結束が大切にされ(ラデロ・ケサーダ pp.69-70)、

コンキスタドーレスは王室に働きかけ、カピトゥラシオン(協定)を結び、司令官になって隊

を組織し、財源の確保と隊員の召集に奔走した。遠征隊の隊員を募集する際に、「部隊⾧の

出身地が重要な吸引力にな」り(ソラーノ pp.240 および 247)、親族や故郷の気心が知れ信

頼のできる者を隊員に募った。この濃密な人間関係が遠征の地にも持ち込まれ、まだ秩序が

出来上がっていない時代からイスパノアメリカ社会の規範の一つになった。また「地理的多

様性と民族的亀裂、征服にともなう分断的統治によって」相互不信感が支配する“荒々しい”

社会で、植民者、クリオーリョ、メスティソは、「拡大した家族、友人関係など個人関係を

軸にして安住できる空間・サークルを形成」した(遅野井 pp.70-71)。被支配者側も主人の

大家族の一員になることで身の安全を図った。中川文雄によれば、人々は友人関係や賄賂を

使って巧みに切り抜け、「正直、真面目、勤勉、謙虚を低く位置づけ、抜け目のなさ、立ち

回りの巧みさ、そして自己目的を実現させていく力と強さを高く評価して」いる(中川 1995 

p.39)。この立ち回りの巧みさは、ブラジルの「ジェイチーニョ」である。 

この人間関係は、「政治面においては、厳しい階層社会のもとで、身分や財産、権力や地

位の異なる二者の間で、忠誠の見返りに庇護や恩恵を期待する直接的で垂直的な相互依存

関係」となった。「かくして植民地社会では、権威主義的でエリート主義的な支配や統治の
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伝統の基礎が形作られ」た。先に述べたように、ラテンアメリカは、司法権や立法権、すな

わち法が必ずしも尊重されない社会である。その結果この地域の国では、大統領に権限が集

中しており、人々は上位に位置するカウディリョに従う政治意識を強く持っている。一般に

政治社会の統合や結束を得意とせず、相互信頼や水平的協調関係を築くことに弱く、「同一

の政治共同体に属すという意識が希薄である。見ず知らずの個人が自由に組織を結成し」、

アングロサクソン流の「共通の目標に向けて協力し合うという自治や市民社会の基盤が乏

しい」。むしろ個人関係のネットワークや厳しい階層社会の下で、身分や財産、権力や地位

の異なる二者の間で、カウディリョへの忠誠の見返りに庇護や恩恵を期待する直接的で垂

直的な関係が重視される。こうして政党や政治運動は、イデオロギーや思想というよりはパ

トロン・クライアントの個人的忠誠関係を軸に結成される。現代社会でも国民が強い個性と

カリスマ性をもった強力な指導者カウディリョに従うことによって政治が動く傾向が強い。

この地域の強権的風潮は封建主義からの伝統というよりもペルソナリスモの影響が大きい

ように思われる。政党の創設者は忠誠のチェーンの頂点に立つ人物で、その死はしばしば政

党の分裂や解体に直結する。そしてこの政治的文化は、近代的な法治国家、政党政治には馴

染まず、法律や手続きに則った制度の定着を困難にしている。制度や手続きを柔軟に解釈す

る姿勢は安易にクーデタや革命など非合法的手段で政権が交代する原因にもなる。独裁か

混沌かという両極端を生む原因にもなった。それは民主主義が尊重されていないというこ

とでもある。またそれが行政府優位の政治構造の中でネポティズム(身びいき)や腐敗が生ま

れる温床にもなり(遅野井 pp. 70-73 )、政権が変われば、自分の親族友人を実力不相応な地

位に抜擢するなど、ほとんどの政府のポストが入れ替わる。ラテンアメリカでは汚職が深刻

な問題である。こうして優秀な人材が失われ、行政の継続性が失われる結果、組織としての

記憶・記録が残らない。 

ラテンアメリカ社会では、法律が柔軟に解釈され、人は非人格的で冷たい抽象的な原理よ

りも、個人的な関係を重視する態度や姿勢をとることから、ペルソナリスモの性向を強め、

社会関係は「家族、コンパラスゴ(疑性的親族関係)を介した拡大家族、友人関係など個人関

係のネットワークを軸に」展開される(遅野井 p.71)。家族と規則よりも人と人との関係や

気持ちのつながりを大切にするこの風潮は、植民がブラジル北東部で砂糖農園主を頂点と

する農村社会から発展したブラジルの方が強いようである。キリスト教の特定の聖人を信

仰する信徒団コフラディアも 16 世紀初めに「新大陸」に導入された。こうして人々は安住

できる閉じたサークルを求め、“アミーゴ”が幅を利かす世界である。学校や職場など、場を

共有している人間同士のつながりより強い場合が多い。“アミーゴ”の関係は、ただ単に心情

的に気が合う友達という関係だけではなしに、政治的にも経済的にも強く結ばれることか

らペルソナリスモの一側面である。その結果「そこには比類がない友情関係が存在するが、

信頼関係は個人的ネットワークの外には広がりにくい」面がある(遅野井 p.71)。従って “ア

ミーゴ”が困難な立場に陥った場合には、お互いが全力で助け合うことが求められる。役所

で通常の手続きでは非常に時間がかかる場合などで、“アミーゴ”であれば優先して処理して
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もらえることが多々ある。特には法を拡大解釈して対応してもらえる。ラテンアメリカで仕

事をする際には個人の人的関係を大切にすることが必要である。それが“アミーゴ”の大きな

意味である。 

ラテンアメリカ人の個人主義 

 昔から集団的行動に慣れ親しみ、和を大切にしてきた日本人も、戦後は米国からの影響か

らか、個人主義というか、個人主義を建前に権利や私利を主張する風潮が強まった。イスパ

ノアメリカでも個人主義の観念が強い。米国人であるチャールズ・ギブソンによれば、イス

パノアメリカにおいて個人主義が「心理の一要素」であるが、それが意味するところは米国

とは大分違っているとのことである。「合衆国では、個人主義が政治的、社会的、かつ、経

済的概念」として使われるのに対し、この地域では、「倫理的、宗教的かつ個人的概念」と

して使われており、米国のように「第三者との機会もしくは義務の平等性というよりも、む

しろその人自身の内的完成、個人の尊厳、個人の名誉、個人の魂の実現を命ずるもの」とい

う意味で使われることが多い。それは政治的に「従来からの定まった階級制度と相反するも

のではなく、民主主義を育むもの」にはならなかった。また時には「他人の弱みに付け込み、

変革のためよりも、むしろ、私利のために社会を利用するのを黙認」したと述べている(ギ

ブソン p.233)。これは個人主義を重要な社会規範としている米国人のギブソンからみたイ

スパノアメリカ人の個人主義を解釈した説明である。アメリカ合衆国では、移住してくる前

の祖国の農村における伝統的な人間関係を基盤に共通のアイデンティティを確立し、地縁

的ならびに親族的紐帯による人間関係ができなかった。多様な民族的・国家的背景を持つ移

住者の集まりであることから、個人は努力によって完全な存在になれると考えて、民主主義

を信じ(大貫・唐須 pp.16-17)、最後には法と金が社会を律する制度が生まれた。また個人

主義が重要な「心理の一要素」であり、権利と義務をパッケージに考え、常に社会の中でそ

のバランスに気を付けなければならないのに対し、イスパノアメリカでは、米国にように社

会規範という意味で個人主義を考えず、その人自身の内的完成、個人の内面的脂質の尊厳、

個人の名誉の意味にとらえるために、他人とは違う抜きんでた存在であることを尊び(大貫

p.328)、その結果自己中心主義的な行動に走りがちである。これは、アングロサクソン民族

を中心にして国ができ、合理的な考え方をする合衆国人とは異なり、イベリア半島における

近代合理主義以前の価値観を強く残す社会で生まれたものである。個人の権利を守り、人と

人との権利義務関係のバランスを図る社会インフラを作っていないことにも原因があるよ

うに思われる。それ故に社会的不平等に対しては寛容である。 

スペインとイスパノアメリカの滞在歴が⾧い渡部和男は、一概に言えないと断りつつも、

両地域の気質について、スペイン人は、自己中心主義かつ傲慢、最後まで自己の正当性を主

張し通す頑固さを持ち、自己顕示欲、嫉み・嫉妬が強く、その影響を受けているのかイスパ

ノアメリカ人の気質は、自己主張を限りなく続けて相手に絶対譲らず、頑固さが非常に強い

という性向であると分析している(渡部 pp.199-206)。また中川文雄は、ラテンアメリカ人

は「個性的な意見と、個性を最高度に発揮しようとする態度がみなぎって」いるとしている
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(中川 1995 p.39)。これはラテンアメリカ生活という体験によって初めて見えてくることで

あろう。 

民主主義を脅かす階級社会 

20 世紀に入って、ラテンアメリカは労働者や農民、先住民など下層階級の政治的台頭が

あり、民主主義が一層定着し、経済社会制度の改革が進み、近代化によって社会の流動性が

高まったとはいえ、ラテンアメリカには未だ伝統に根差した西欧型の民主主義的でない風

土や経済的社会的格差という問題が残っている。その根っこは植民地時代にあるように思

われる。イスパノアメリカの植民地では、ヨーロッパ中世のキリスト教的な政治思想に基づ

く身分制的統治制度の下で、本国生まれのスペイン人であるペニンスラール、現地生まれの

白人クリオーリョ、混血のメスティソ・ムラート、先住民、黒人奴隷などの社会階層化がで

き、先住民や地方の農民、黒人などを卑下するカ階級制度ができた。階層社会になり、スペ

インの王権に植民地を富ませるという意識が希薄であったことから、この階級制度は、封建

的収奪的掠奪的なものになった。社会に深く根をはった慣習によっても裏打ちされた(ヒル 

pp.27-29)。この階層の下部に黒人奴隷や先住民が置かれ、彼らは充分な教育も受けられず、

血統の純粋さや肌の色に照応した身分的秩序の中で差別や不平等が生き続け、これが所与

のものとなって(遅野井 p.73)、民主主義の発展を阻害することになった。 

固定化する貧富の格差 

 イスパノアメリカで先住民が、政治的経済的にスペインの隷従状態に置かれたのは、征服

によって政治的に従属されられたこと、白人の優越意識、労働を嫌うスペイン人の性向から

肉体的に働かせられたこと、労働力が大量に必要とされたこと、先コロンビアの時代から既

に先住民は支配者に服従していたことなどの理由によるが(ギブソン p.168)、それは貧富の

格差を生む原因になった。 

 スペイン人が植民した当初、富の源泉は先住民を使う鉱山の開発であった。また労働力と

して先住民を使うことで富を収奪するエンコミエンダ制が重要な役割を果たした。ところ

が先住民の人口減少により、17 世紀になると放棄された土地を使った牧畜という経済活動

が勃興し、大農園アシエンダができ、新興貴族階級が勃興した。先住民から強制的に土地を

取り上げて農地を拡大した。また植民地の投機家が国から下賜された小さな土地を買い集

め、アシエンダを大きくした。「副王」、高級官吏、富裕な商人、教会関係者が農地の所有主

アセンダドになり、この大土地所有は、相続税などの税制が土地所有階層に有利であったこ

とから、一族の間で引き継がれることになった。そこでは先住民は貧困な労働者ペオンとし

て働かされ、階級社会が固定化した(ギブソン pp.162-166)。エンコミエンダ制は、先住民の

搾取の体制であるとして非難されたが、アシエンダ制になると、批判されることもなく、先

住民が増加した後の 18 世紀になってもペオン体制は続いた。そのアシエンダ型農園は、非

能率な経営、土地の低利用、伝統的な生産関係(地主-小作関係に基づく地主の家父⾧的支配)

に特徴付けられる。アシエンダ内は一つの封建的共同社会であった。独立はスペイン本国人

が現地のクリオーリョ層に取って替わっただけで、社会構造を根本的に変える革命とはな
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らなかった。 

ところが 19 世紀になって、独立したラテンアメリカ諸国が世界経済に組み込まれるよう

になると、旧式のアシエンダは中米のコーヒー、ユカタン半島の麻、ペルーの綿・砂糖、キ

ューバの砂糖など輸出指向型プランテーションになり、資本主義的農業企業で農作物が生

産されるようになる。アルゼンチンではパンパ平原で先住民を駆逐した後に大牧場が生ま

れた。農業・牧場主は賃金労働者を雇用し、機械や肥料に投資し、輸出に力を入れた。先住

民の土地は取り上げられ、土地を失った貧農はプランテーション周辺に住み着き、季節労働

者になるより仕方がなかった。すると少数の大農園主に土地と富と権力が集中し、土地のさ

らなる集中化によって 19 世紀の寡頭支配体制へと発展した。大多数の先住民農民は土地を

持てないか、持てたとしても生活を維持するには不十分な土地で、プランテーションの季節

労働者となり、貧困に沈み、政治システムからも排除されることになった(三田 pp.24-27)。 

国土が広大なブラジルでは、ポルトガル人の植民者の数が少なかったことから、北東部で

黒人奴隷を使って既に経験のあった砂糖を栽培する大農園という形態で開発が始まった。

最も容易で効率的な開発方法であった(オランダ pp.24-25)。無償でセズマリア(開発地)の

譲渡によって、ラティフンディオ(大私有地)体制の元が生まれた。この大土地私有制が、19

世紀になると南西部を中心にコーヒー・プランテーションに発展する。 

アシエンダにしてもプランテーションにしても、先住民の共同体は低賃金労働の供給源

であった。ブラジルでは奴隷制がその役割を果たした。働かせられる者にとっても最低限の

生活保障にはなるため、一定の社会的機能を持ったとは言える。この貧困の元凶となった大

土地所有制度が問題となるのは漸く 20 世紀になってからである。直接生産者への土地の再

分配である農地改革が 1959 年と 63 年に徹底して行われたキューバの他は、メキシコ(1917-

76)、グアテマラ(1952-54)、ボリビア(1952-70)、ベネズエラ(1959-70)、コロンビア(1961-

72)、チリ(1967-73)、ペルー(1963-76)、エクアドル(1964-6)、エルサルバドル(1980)で実

施された。しかし革命や改革の熱気が去ると旧態に戻るのが常であった(辻 pp.242-247)。

結局キューバを除き、貧富の格差是正には貢献しなかった。ブラジルでも奴隷は解放されて

も、東北部を中心に⾧年大きな政治力を握っている大土地所有者は農地解放に反対してい

る。 

もちろん貧困が生まれる体制が続いたのは、何も大土地保有制だけが原因ではない。相続

税制の不備、社会階層間の移動性の欠如、教育機会の不均等性などの社会的要因があり、そ

れは貧困が社会の仕組みの中にビルトインされているからであり、貧困層がなかなか社会

の上層にはいあがれないという構造的なものである。渡部和男は、貧富の格差が固定化して

いく様を面白い例を出して紹介している。彼の在勤したコロンビアの首都ボゴタにコレヒ

オ・ヌエバ・グラナダという小中高一貫校があるが、卒業生はボゴタ周辺の一流大学に進学

し、コロンビア社会の指導者層に上り詰めていくそうである。ここの小学校に入学させるた

めには、入学金が一人当たりに日本円で一五〇万円近く要するとのことで、かくしてコロン

ビアの裕福な家庭の子弟のみが通うことになる。この学校で培われた子供あるいは保護者
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同士の人間関係はいろいろ役に立つコネとなって、一生続くことになる。他方そこの学校に

行けない貧困家庭はいつまでも貧困のままで、「貧乏人同士のもぐらたたき」の中で生きる。

バスないし地下鉄のなかでのスリ、窃盗、街中での強盗によって、とある貧乏人から別の貧

乏人への所得の移転が行われるだけである。貧乏人は貧乏人同士で限られたパイを奪い合

うということになる。車を使う金持ち層は、もぐらたたきに加わることなく、別の世界でセ

ーフティネットに守られて、一生涯を過ごすというのである(渡部 pp.196-197)。 

 

4. ラテンアメリカの社会 

人種の混淆 

ラテンアメリカは人種・民族の多様性によって特徴づけられる社会である。「新大陸」は

途方もなく広大で、そこにモンゴロイデ系の先住民が多く住んでいて、15 世紀初めからス

ペイン人が加わった。ブラジルにはポルトガル人がやってきた。スペイン人はアメリカ大陸

全域に植民したわけではなった。さほど関心のない場所は見限り、素通りした。先住民が濃

密で労働力として利用できるメソアメリカや南米大陸の中央アンデス地帯を植民の中心地

にした。北米のマサチューセッツ湾岸の清教徒、ペンシルヴァニアのドイツ人のように、あ

る特定の思想で移住したスペイン人はいなかった。過酷な労働や疫病により先住民の人口

が減少し、もはや充分でなくなると、アフリカから黒人奴隷を連れてきた。イベリア半島で

は古代土着のイベリア人、ケルト人に始まってローマ人、ゲルマン民族、アラブ族の侵入を

受けた経験から、多くの民族の混淆が行われ、ヨーロッパの中でも最も人種・民族の偏見が

少なく、抵抗感がなかった。また当時スペインには、貿易に従事する外国人や一時滞在者―

―イタリア人、フランス人、ポルトガル人――、黒人奴隷やカトリックに改宗したイスラム

教徒であるモリスコなどが多数おり、人種的に多様性であるのが当たり前という認識で、移

住者にとっては「新大陸」に黒人がやってもビックリすることではなかった(アルトマン

p.225)。もっとも奴隷はカリブ海のヨーロッパの植民地の島々やブラジルなどの方がスペイ

ン圏より多数輸入され、アフリカ系人種との混淆が進んだ。そしてアフリカの各地からばら

ばらに連れてこられた黒人奴隷は、カリブ海、ブラジルを中心に文化的影響を与えたが、逃

亡奴隷集落という局地的なケースを除き、イスパノアメリカの先住民のように固有の居住

地域を持つことがなかったので民族集団を形成しなかった。 

各国が独立した後、19 世紀半ばから 20 世紀前半にかけて、スペイン人、ポルトガル人、

イタリア人などの南欧系の人種が移住してきた。またドイツやイギリス、ポーランド、オラ

ンダからも多数の移民がやってきた。カリブ海の英国領の島にはインド人、バナマ運河建設、

ペルーの砂糖農園の労働者として中国人が移住してきた。日本人はペルーの砂糖農園、コー

ヒー栽培の労働者としてブラジルに来た。さように世界でこれほど人種が多様な地域も珍

しい。人種や民族の多様性ということでは、ブラジルがイスパノアメリカを上回る。このこ

とからラテンアメリカは人種的、民族的に混血の大陸であると言われる。 

しかし人種の多様性と混淆が大いに進んだにもかかわらず、ラテンアメリカではユーラ
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シア大陸やアフリカで起きているような民族紛争、アメリカ合衆国で起こっている人種抗

争が少ないのが特徴である。人種偏見が比較的小さい地域と言え、それは人種の混淆によっ

て肌の色の境目がはっきりせず、民族間、人種が契機となって集団化することが極力抑えら

れていることや、言語、同じ社会の一員であるとの意識、慣行の中で人々が生きているから

であろう。それでも民族的、有色人種に対する人種的偏見が全くないと断言するのは難しい。

差別には、皮膚の色などの身体的特徴や血筋のみならず、属する社会階層、社会的地位、文

化的水準、経済的状況、その人の教育水準などが関係するからである。 

 混血のメスティソ文化 

征服の初期、「新大陸」のイスパノアメリカに渡ったスペインの移住者には男性が多かっ

た。そのことが混血に拍車をかけた。地方官吏のコレヒドール、エンコメンデロ、司祭など

のスペイン人は先住民と間で混血メスティソという私生児を作った。先住民女性の方でも

「スペイン人」とみなされるのを期待し、またメスティソには税負担がないことから、租税、

その他の義務を免れようと、スペイン人男性と情を交わした(ポマ pp.186-87)。ピコーン=

サラスは、スペイン系植民地において階級はあったが、その偏見は政治的または経済的な動

機によるもので、彼らには性的関係に対する態度や倫理的なタブーはなかったと言ってい

る(ピコーン=サラス p.122)。ブラジル北東部には砂糖農園で働かせる労働力としてアフリ

カから多数の黒人奴隷が輸入され、白人の父親と先住民の母親との間に混血のマメルーコ

が生まれた。ブラジル人のジルベルト・フレイレは、ポルトガル人が入植してきた時、砂糖

農園で白人と黒人との混血化が進み、温情主義的で調和のある人種関係をブラジルにもた

らたばかりか、混血化によって従来の人種区分とは異なる新しい人種が生まれ、人種間の激

しい憎悪や対立は見られず、スペイン語圏植民地の方がより人種区分が残ったとみている

(小池 pp.54-55)。フレイレは、スペイン語圏植民地の方が白人の先住民に対する蔑視思想

が強かったとみたのである。事実スペイン人が先住民と「出会った」際スペイン人によって

書かれた文献にも蔑視の思想が色々と出てくる。 

征服後スペイン人兵士たちは、北米の入植者とは異なって、先コロンブス期に文明があり

人口密度の高かった地域に都市を作って住み、先住民女性と居を構えるなど早くから血と

文化の融合、慣習の習合が進んだ。これは現地の異人種集団の枠外にとどまることを選んだ

アングロサクソン民族が作った北米との大きな違いである。北米では先住民のインディア

ンは排除されるべき存在であった。メスティソは植民地時代白人のスペイン人植民者から

蔑まれ疎外されたが、それは厳密なものではなかった。色が白ければスペイン人の子として

認知され、或る程度教育があり、行動面で非難されるところがなければ、金を払うことよっ

て「格上げ恩赦」で混血者に白人の資格が与えられた(大貫 p.316)。独立すると、先住民も

形の上だけのこととはいえ、市民の一人としてその権利が認められた。こうしてスペイン領

アメリカでは、血の融合が住んだ結果、新しい国民意識が醸成され、メスティソ文化が形成

された。メキシコ、エクアドル、ペルー、ボリビアのように先住民の多いところやアルゼン

チン、ウルグアイ、チリのように少ない国々など、国によって濃淡はあるものの、20 世紀
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になって政治、経済発展、国民統合のシンボルとして祭り上げられる時期もあった(大貫 pp. 

306-09 および 331-332)。 

都市がスペイン人の生活の場で支配の拠点 

植民が始まった当初にどのような人たちがスペインから“インディアス”、アメリカ大陸に

向かったのか。イーダ・アルトマンは、スペイン南西部のエストレマドゥーラ地方が初期の

重要なインディアスの征服・開拓・定住の輩出地の一つで、この地方の社会経済構造とパタ

ーンの中で始まったと書いている。そしてこの地方からアメリカ大陸に渡った者には、アス

テカ王国を征服したエルナン・コルテス、インカ帝国を征服したピサロ家やフランシスコ・

デ・オレリャーナ、エルナンド・デ・ソトやペドロ・デ・アルバラード、そしてインディア

スの総督(1502-09)になったニコラス・デ・オバンド卿などがいる。「通商院」のあったアン

ダルシア地方のセビリアも「新大陸」との交易の窓口で、多くの植民者が出た。「新大陸」

に渡る者には下級貴族や貿易商人、農夫、職人などの平民が多かった。貴族の第二、第三、

第四子といった息子たちにとって、金のなる木の「新大陸」は魅力的に映った。そして渡航

した彼らは、当時のスペインが持っていた社会的・階層的秩序の一般的枠組、その社会構造

に固有な諸特徴――貴族社会、スペイン出身の金持ち、役人、聖職者と随行する召使、従者

との間のパトロン・クライアント関係や奴隷制などの旧知の枠組――を新世界に持ちこみ、

植え付けた(アルトマン pp.208 および 222-227)。 

コンキスタドーレスは、都市を中心とする植民地社会を作るなど、イスパノアメリカの植

民地は「都市の帝国」であった。「植民地支配は、この都市の建設と拡大を通じて実施され」、

先住民の農村支配が実現した。「スペイン植民都市は、『植民の代理人』として、『帝国の前

哨基地および支配の拠点』として、植民地の建設に重要な役割を果たした(宮野 p.105)。ち

なみにローマ帝国の血を引くスペインで、都市はレコンキスタの時代から政治の中心であ

った。イスラム社会では、都市(すなわち定住)のアラブ人と砂漠(遊牧民)のアラブ人がいた

が、砂漠の民であるアラブ人は都市のアラブ人を馬鹿にし、彼等から保護料をとっていた。

砂漠出身の「ウマイヤ朝」は、占領したダマスカスなどの地中海沿岸の都市文化(ビザンチ

ン帝国)の文化に魅了され、砂漠の遊牧民としての特質を失った。その伝統を継ぐ「後ウマ

イヤ朝」がイベリア半島を占領したため、スペインでは都市中心の文化伝統が育つことにな

った。 

スペインは「新大陸」でも熱心に都市を建設した。1502-15 年間にカリブ海で 27 都市が

建設されたといわれる。最初の都市サント・ドミンゴ、ハバナなど沿岸部の都市は海洋貿易

を生業にしていたが、次第に海賊の脅威に軍事的な防衛の役割を担った。沿岸都市には、フ

ロリダのセント・オーガスティン、メキシコ東岸のベラクルス、パナマのポルトベリョ、南

米大陸のカルタヘナがあり、前線基地であり、商品の集積地でもあった。内陸部の都市はそ

れと異なる。メキシコ市はアステカ帝国の帝都の上に建設され、プエブラは先住民の住む農

村地帯の中にメキシコ市と貿易港のベラクルスを結ぶために白人移住者が作った町である。

リマは「副王領」の政治、経済上の首都で、商品の分散地の役割を担っていた。そのほかに
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グアダラハーラ、パナマ、キト、クスコは行政機関の「アウディエンシア」が置かれた地方

都市である。ポトシは有名な銀鉱山の町であった。1520-73 年までに主要な都市が建設され

た。 

スペイン人は、「新大陸」を植民地化するにあたって、ギリシャやローマ帝国のように安

定した地方権力組織を育成するために、本国の軍事的、経済的、政治的優位を誇示しようと

して都市を建設した(住田 pp.31-32)。都市の建設は 1573 年の「入植基本法」によって主要

構築物の配置が細かく規定されていた。15 世紀末に最後のイスラムの「ナスル王朝」のグ

ラナダを攻撃する際に建設された攻城都市サンタ・フェに倣い、計画的に作った。中央広場

を中心に碁盤の目状に街路が設けられ、「カビルド(市参事会)」の建物、教会、官吏の「コ

レヒドール」、「アルカルデ・マヨール」の邸宅、主要な商館が整然と建てられ、先住民はそ

れぞれ集団ごとに居住区が設定された。それは先住民が見て感服することを意図していた。

この町のスタイルはスペインの中世都市とは大いに異なる。中世のヨーロッパの町は、周囲

に壁をめぐらし、その中を狭くて曲がりくねった道が迷路のように縦横に走っていた。白人

はその都市に住み、近隣にあるエンコミエンダで先住民の労働力を使い、鉱山を開発して搾

取型の生産形態を築き、貴族のような安逸な生き方をした。 

これに対しブラジルでは、植民当初都市はそれ程重要ではなかった。植民地建設は北東部

の砂糖農園から発達し、その頃都市は田舎に従属していた。町の建設はポルトガル本国との

交通が容易で先住民トゥピー族が住んでいた海岸部から次第に内陸部・高原地帯に進んだ。

17 世紀末金鉱の発見がそれに拍車をかけた。都市の建設は計画性がなく、無秩序に進んだ。

こうしてブラジルでは、歴史的には都市が農村の犠牲の上に成り立っているにもかかわら

ず、経済的、社会的に大農場主が支配している農村優位の風潮が⾧く続き、それは 1888 年

の奴隷解放により終わりを迎えることになる。その後は都市が優勢なり、砂糖に代わって賃

金労働者を使うコーヒー栽培が南西部で興隆し、都市型国家になっていく(オランダ pp.60-

61 および pp.84-87 および pp.197-199)。 

イスパノアメリカの都市では白人のペニンスラール、クリオーリョや白人と結婚した先

住民の女性などが住み、先住民たちはその外側に分散させられ、先住民居住区に暮らしてい

た。都市は手工業製品の生産の場であり、同時に市場であった。スペイン本国で商業と職人

の仕事はユダヤ人とムスリムの仕事であった。生産は同業組合(グレミオ)が管理をしていた

が、親方の地位は白人に限られていた。先住民、黒人は親方になることができず、またそれ

ぞれの組合員は住むところが決められていた。都市では白人社会が強い階級意識を持って

いた。血のつながりの薄い身内も多く含まれていたが、「家族は強く結ばれた一単位で、い

わば強制的な忠誠心や義務感を呼びおこすもので」、「血のつながりが一族のあらゆる事業

においてある役割を果たした」。「家族関係によって、仕事の仲間や社会的な敵が決まった」。

「肥大化した家族によって、植民地の政治分野における忠義や党派、下級官吏の任命、ひい

き」が決まった(ギブソン p.138)。 

ところで、その都市が現代で果たしている役割であるが、ラテンアメリカでは 1930 年代
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から工業化とそれにともなう交通網の整備によって、田舎では就業機会がないことから、農

村人口の都市部への移動と自然増によって都市の人口が膨張している。都市の工業化とと

もに、都市における雇用、教育、娯楽、医療保険などが享受できるようになり、都市に対す

る幻想が農村人口を呼び寄せている。道路、バス輸送、テレビ、電話などの交通・情報手段

の大幅な改善が都市化を助⾧した。この都市化は世界の途上地域の平均の二倍に近い速さ

で進んだとのことで、現在ラテンアメリカで総人口の 78%が都市部に居住している。世界

の巨大都市の上位 15 位のうち、4 都市はサンパウロ、メキシコ市などラテンアメリカにあ

る(中川 2005 pp.141-143)。都市に流入してきた人はインフォーマルセクターという非正規

の労働者になり、その生活は不安定なもので、社会保障を受けられず、インフラ設備と公共

サービスのないスラムに住み、教育の機会のないストリートチルドレンを生み、貧困の罠か

ら抜け出せずにいる。また貧困が暴力・犯罪を増加させている。 

根強い宗主国との結びつきとヨーロッパへのあこがれ 

スペイン系植民地では、キリスト教スペイン文化が公式な植民地文化と考えられた。本国

から文物――書物、思想、音楽、芸術など――が輸入されて、その移植が進んだ。アンダル

シアをはじめ、旧カスティーリャ、エストレマドゥーラ等の出身の多くの征服者、植民者は、

「新大陸」にスペイン風の街並みと生活様式を持ち込み、都市で先住民と離れて暮らすこと

を好んだ。イベリア半島出身者のペニンスラールが要職に就き、その文化を保つことが彼ら

のプライドであった。早くに設立された大学やイエズス会など教会が設立した学校は、裕福

な家庭の子弟を中心にスペインの宗教的かつ伝統の中で教育を施し、自ずとヨーロッパ文

化が他のいかなる文化よりも優れたものであるという考えが定着した。先住民の多い農村

部などでは非ヨーロッパ的文化伝統が生き残ったが、都市を中心に西欧文化中心主義が根

付き、政治的経済的交流も深かった。こうしたことからヨーロッパ文化へのあこがれが強ま

り、その指向は植民地が政治的に独立した後も続くことになる(染田 p.42)。スペインにも

親戚がいるという血のつながりや言語の関係もあって、今でも人々の交流は「母なる祖国

Madre Patria」であるスペインとの間で盛んである。他方、ブラジル人のポルトガルに対す

る思いはどうかと言うと、ブラジルのアイデンティティは「ルーゾ(ポルトガル系の意)・ブ

ラジル文化」で、上流階級では今でもポルトガルに対し親愛感情を持っており、強い伝統に

よって結ばれていると思っている(オランダ p.16)。それでも近年は、ポルトガル語諸国共

同体(CPLP)でブラジルの積極的関与なくしてまとめるのが難しいことに見られるように、

経済的台頭が著しいブラジルの存在感が強まっている。 

言葉は帝国の同伴者 

興味深いことに、人文主義者のエリオ・アントニオ・デ・ネブリハが「新大陸」発見の年

である 1492 年にロマンス諸語の最初の俗語文典である「カスティーリャ語文法」を著した。

同文法書の表現基準に則り、モザイク国家であったスペインの様々な地域の人々が、より効

率的で精度の高い情報の交換と意志の疎通ができるようになった。またスペイン語は「新大

陸」征服にあたって支配のための有力な手段でもあった。そこには土着の文化や言語を大切
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にするという意識は余りない。15 世紀人口が増加し、経済と交易で繁栄したアンダルシア

から二分の一ないし三分の一のスペイン人植民者が渡航し、アンダルシア風のカスティー

リャ語が移植されて、一大スペイン語圏が生まれた。まさにネブリハが上記の本の序論で書

いたように、「言語は帝国の同伴者」である(トーマス p.91)。イスパノアメリカで、ケチュ

ア語が話されるペルー山岳部、アイマラ語のボリビア、グアラニ語のパラグアイでも、すべ

ての国で共通の通用語はカスティーリャ語である。 

また言葉は民族文化の根源、共同体の紐帯、個人または集団のアイデンティティの原点で、

「国語は国家なり」である。ピコーン=サラスが言うように、「共通の歴史的基盤が育ち、イ

スパノアメリカが 19 世紀の帝国主義諸勢力によって分断されて、第二のアフリカになる事

態が避けられた」のは、スペイン語によって家族的親近性を保つことができたからである

(ピコーン=サラス p.55)。言葉を通じて文化一般が伝わったばかりか、人々の共通の思考方

法を養い、イスパノアメリカの人々を一つの世界にまとめた。これはキリスト教がラテンア

メリカで果たした役割と同様である。このように見てくると、3 世紀に亘って続いた植民地

時代がいかにこの地域の社会に大きな遺産を遺したか、わかろうというものである。 
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